
犯罪多発警報 発令通知内容 (９月８日発令)

発 令 者 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり実践県民会議会長 （嘉田知事）

発令対象種別 □ 子ども対象犯罪（ ）多発注意報

■ 女性対象犯罪（ 痴漢等 ）多発注意報

□ 高齢者対象犯罪（ ）多発注意報

□ そ の 他 犯 罪（ ）多発注意報

発 令 期 間 既発令 平成 24 年９月８日（土）から平成 24 年９月 17 日（月）まで

発 令 地 域 ■ 県内全域

□ 地域指定

□ 大津地域 □ 南部地域 □ 甲賀地域

□ 東近江地域 □ 湖東地域 □ 湖北地域

□ 高島地域

※県内７圏域について

大 津 地 域：大津市

南 部 地 域：草津市、栗東市、守山市、野洲市

甲 賀 地 域：甲賀市、湖南市

東近江地域：東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町

湖 東 地 域：彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

湖 北 地 域：長浜市、米原市

高 島 地 域：高島市

９月１日～７日（概数）１１件 （９月６～７日に集中して発生）

● 強制わいせつ ～ ６件 ・県迷惑防止条例違反 ～ ５件

● 発生状況

・ 午後２時頃から夕方にかけ下校途中の女子高校生（制服姿）の被害が多い

・ 夜間、帰宅途中の若い女性の被害が多い

・ 人通りの多い道路から路地に入った地点

・ 街灯の少ない暗い道路や住宅街から離れた道路

・ 背後から、または、すれ違いざまの被害

・ 無言、または、声をかけられ、わいせつ被害に遭い、更には、自動車内に

連れ込もうとするケースも見られる


